
健 第 １ １ ５ ５ 号

平成２６年１１月２８日

環境保健センター所長 殿

保健福祉部健康推進課長

（公 印 省 略）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の

一部を改正する法律について

このことについて、厚生労働省健康局長から通知がありましたので、ご了知願います。
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平成２６年１１月２１日 

健発１１２１第３号 

 

 

都  道  府  県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

 

厚生労働省健康局長 

  （ 公 印 省 略 ） 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律について 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律（平成

26年法律第 115号。以下「改正法」という。）については、本日、別紙のとおり公布され

たところである。これらの改正の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、

貴管内市町村（保健所を設置する市及び特別区を除く。）及び関係機関等へ周知を図るとと

もに、その実施に遺漏なきを期されたい。 

なお、本通知においては、改正法による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）を「法」と略称する。 

 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

最近の海外における感染症の発生の状況、国際交流の進展、保健医療を取り巻く環境

の変化等を踏まえ、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症のまん延を防止するた

め、中東呼吸器症候群の二類感染症への追加、感染症に関する情報の収集に関する規定

の整備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等

からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講ずるものであること。 

 

第二 概要 

  １ 定義等 
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  （１）感染症の類型 

ア 二類感染症に中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコ

ロナウイルスであるものに限る。）を追加すること。（法第６条第３項第５号関係） 

イ 二類感染症である鳥インフルエンザについて、病原体がインフルエンザウイル

スＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ

等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定める

ものであるものに限るものとすること。（法第６条第３項第６号関係） 

 

（２）病原体等の類型 

ア 三種病原体等であるマイコバクテリウム属ツベルクローシス（別名結核菌）に

ついて、イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用さ

れる薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限るものとするこ

と。（法第６条第 22項第２号関係） 

イ 四種病原体等であるインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルス

について、血清亜型が政令で定めるものであるものとすること。（法第６条第 23

項第１号関係） 

 

（３）審議会からの意見聴取 

厚生労働大臣は、（１）のイの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、

あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。（法

第６条第 24項関係） 

 

 ２ 感染症に関する情報の収集及び公表 

（１）医師の届出 

医師の届出の対象に厚生労働省令で定める五類感染症を追加すること。（法第 12

条第１項第１号関係） 

 

（２）獣医師等の届出 

獣医師等の届出の対象から、実験のために届出の対象である感染症に感染させら

れている場合を除くこと。（法第 13条関係） 

 

（３）感染症の発生の状況及び動向の把握 

ア 都道府県知事は、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患

者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は

衛生検査所を指定するものとすること。（法第 14条の２第１項関係） 

イ アの指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所（以下「指定提出機関」

という。）の管理者は、医師がアの厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診
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断したとき、又は当該指定提出機関（衛生検査所に限る。）の職員が当該患者の

検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、当該患者の検

体又は当該感染症の病原体の一部を都道府県知事に提出しなければならないも

のとすること。（法第 14条の２第２項関係） 

ウ 都道府県知事は、イにより提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査

を実施し、検査の結果等を厚生労働大臣に報告しなければならないものとするこ

と。（法第 14条の２第３項及び第４項関係） 

エ 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知

事に対しイにより提出を受けた検体又は感染症の病原体の一部の提出を求める

ことができるものとすること。（法第 14 条の２第５項関係） 

オ 指定提出機関は、30日以上の予告期間を設けて、アの指定を辞退することがで

きるものとし、都道府県知事は、指定提出機関の管理者がイに違反したとき、又

は指定提出機関がイの提出を担当するについて不適当であると認められるに至

ったときは、アの指定を取り消すことができるものとすること。（法第 14条の２

第６項及び第７項関係） 

 

（４）感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 

ア 都道府県知事は、必要があると認めるときは、感染症の発生を予防し、又は感

染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための必要な調査として当該職

員に検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の

採取に応じるべきことを求めさせることができるものとすること。（法第 15条第

３項関係） 

イ 都道府県知事は、アにより提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該

職員に採取させた検体について検査を実施しなければならないものとすること。

（法第 15条第４項関係） 

ウ 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知

事に対しアにより提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員に採

取させた検体の一部の提出を求めることができるものとすること。（法第 15条第

９項関係） 

 

３ 就業制限その他の措置 

（１）都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新

感染症（以下「一類感染症等」という。）のまん延を防止するため必要があると認

めるときは、一類感染症等の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当

該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者（以下「一類感染症等

の患者等」という。）又はその保護者に対し当該者の検体を提出し、若しくは当該

職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告することができるものとし、勧
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告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に検査のため必要な最小限度

において、当該検体を採取させることができるものとすること。（法第 16条の３第

１項及び第３項並びに第 44条の７第１項及び第３項関係） 

 

（２）厚生労働大臣は、一類感染症等のまん延を防止するため、緊急の必要があると認

めるときは、一類感染症等の患者等又はその保護者に対し当該者の検体を提出し、

若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告することができ

るものとし、勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に検査のため

必要な最小限度において、当該検体を採取させることができるものとすること。（法

第 16条の３第２項及び第４項並びに第 44 条の７第２項及び第４項関係） 

 

（３）都道府県知事又は厚生労働大臣は、それぞれ（１）又は（２）の勧告又は措置を

実施する場合には、当該勧告又は措置を実施する理由等を書面により通知しなけれ

ばならないものとすること。ただし、書面により通知しないで勧告又は措置を実施

すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでないものとすること。（法第 16条

の３第５項及び第 11項並びに第 44条の７第９項及び第 10項関係） 

 

（４）都道府県知事又は厚生労働大臣は、（３）のただし書の場合においては、当該勧告

又は措置の後相当の期間内に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施された者に対

し、理由等を記載した書面を交付しなければならないものとすること。（法第 16条

の３第６項及び第 11項並びに第 44条の７第９項及び第 10項関係） 

 

（５）都道府県知事は、（１）により提出を受け、又は当該職員に採取させた検体につい

て検査を実施し、当該検査の結果等を厚生労働大臣に報告しなければならないもの

とすること。（法第 16 条の３第７項及び第８項並びに第 44 条の７第５項及び第６

項関係） 

 

（６）厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事

に対し、（１）により提出を受け、又は当該職員に採取させた検体の一部の提出を

求めることができるものとすること。（法第 16 条の３第９項及び第 44 条の７第７

項関係） 

 

（７）都道府県知事は、（１）の検体の提出若しくは採取の勧告をし、当該職員に検体の

採取の措置を実施させ、又は（５）により検体の検査を実施するため特に必要があ

ると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し感染症試験研究等機

関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができるものとすること。（法第

16条の３第 10項及び第 44条の７第８項関係） 
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４ 消毒その他の措置 

（１）都道府県知事は、一類感染症等の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

必要があると認めるときは、一類感染症等の患者等又は一類感染症等を人に感染さ

せるおそれがある動物若しくはその死体の検体又は感染症の病原体を所持してい

る者（以下「一類感染症等検体等所持者」という。）に対し、当該検体又は感染症

の病原体を提出すべきことを命ずることができるものとし、命令を受けた者が当該

命令に従わないときは、当該職員に検査のため必要な最小限度において、当該検体

又は感染症の病原体を無償で収去させることができるものとすること。（法第 26条

の３第１項及び第３項並びに第 50条第１項関係） 

 

（２）厚生労働大臣は、一類感染症等の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、一類感染症等検体等所持者に対し、当該検体又

は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができるものとし、命令を受けた

者が当該命令に従わないときは、当該職員に検査のため必要な最小限度において、

当該検体又は感染症の病原体を無償で収去させることができるものとすること。

（法第 26条の３第２項及び第４項並びに第 50条第７項関係） 

 

（３）都道府県知事は、（１）により提出を受け、又は当該職員に収去させた検体又は感

染症の病原体について検査を実施し、当該検査の結果等を厚生労働大臣に報告しな

ければならないものとすること。（法第 26 条の３第５項及び第６項並びに第 50 条

第２項関係） 

 

（４）厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事

に対し、（１）により提出を受け、又は当該職員に収去させた検体又は感染症の病

原体の一部の提出を求めることができるものとすること。（法第 26条の３第７項及

び第 50条第２項関係） 

 

（５）都道府県知事は、（１）の検体若しくは感染症の病原体の提出の命令をし、当該職

員に検体若しくは感染症の病原体の収去の措置を実施させ、又は（３）により検体

若しくは感染症の病原体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他

の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し感染症試験研究等機関の職員の派遣その

他の必要な協力を求めることができるものとすること。（法第 26条の３第８項及び

第 50条第２項関係） 

 

（６）都道府県知事は、一類感染症等の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

必要があると認めるときは、一類感染症等を人に感染させるおそれがある動物又は
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その死体の所有者又は管理者（以下「動物等所有者等」という。）に対し、当該動

物又はその死体の検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきこ

とを命ずることができるものとし、命令を受けた者が当該命令に従わないときは、

当該職員に検査のため必要な最小限度において、当該検体を採取させることができ

るものとすること。（法第 26条の４第１項及び第３項並びに第 50条第１項関係） 

 

（７）厚生労働大臣は、一類感染症等の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、動物等所有者等に対し、当該動物又はその死体

の検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきことを命ずること

ができるものとし、命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該職員に検査

のため必要な最小限度において、当該検体を採取させることができるものとするこ

と。（法第 26条の４第２項及び第４項並びに第 50条第７項関係） 

 

（８）都道府県知事は、（６）により提出を受け、又は当該職員に採取させた検体につい

て検査を実施し、当該検査の結果等を厚生労働大臣に報告しなければならないもの

とすること。（法第 26条の４第５項及び第６項並びに第 50条第３項関係） 

 

（９）厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事

に対し、（６）により提出を受け、又は当該職員に採取させた検体の一部の提出を

求めることができるものとすること。（法第 26 条の４第７項及び第 50 条第３項関

係） 

 

（10）都道府県知事は、（６）の検体の提出若しくは採取の命令をし、当該職員に検体の

採取の措置を実施させ、又は（８）により検体の検査を実施するため特に必要があ

ると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し感染症試験研究等機

関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができるものとすること。（法第

26条の４第８項及び第 50条第３項関係） 

 

（11）都道府県知事又は厚生労働大臣は、それぞれ（１）若しくは（６）又は（２）若

しくは（７）の措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、その名あて人

又はその保護者に対し、当該措置を実施する旨及びその理由等を書面により通知し

なければならないものとすること。ただし、書面により通知しないで措置を実施す

べき差し迫った必要がある場合には、この限りではないものとすること。（法第 36

条第１項及び第３項並びに第 50条第９項関係） 

 

（12）都道府県知事又は厚生労働大臣は、（11）のただし書の場合においては、当該措置

を実施した後相当の期間内に、当該措置を実施した旨及びその理由等を記載した書
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面を当該措置の名あて人又はその保護者に交付しなければならないものとするこ

と。（法第 36条第２項及び第３項並びに第 50条第９項関係） 

 

 ５ 結核 

保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果

的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局等に対し、処方さ

れた薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼することができるもの

とすること。（法第 53条の 14第２項関係） 

 

 ６ 費用負担 

感染症の発生の状況及び動向の把握、感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、

検体の採取等、検体の収去等に要する費用の支弁について、所要の規定の整備を行う

こと。（法第 58条第１号、第４号の２及び第４号の３関係） 

 

 ７ 事務の区分 

都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている２の（４）、

３及び４の事務を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）の第一号法定受託事務とする

こと。（法第 65条の２関係） 

 

 ８ 罰則その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

第三 施行期日等 

  １ 施行期日 

改正法は、平成 28 年４月１日から施行することとすること。ただし、次の改正規

定については各々に定める日から施行することとすること。（改正法附則第１条関係） 

（１）第二の１の（３）及び第二の２の（２） 公布の日 

（２）第二の１（（２）のア及び（３）を除く。） 公布の日から起算して２月を経過

した日 

（３）第二の１の（２）のア、第二の２の（１）及び第二の５ 公布の日から起算し

て６月を経過した日 

 

  ２ 検討 

政府は、改正法の施行後５年を経過した場合において、改正法の規定による改正後

の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとすること。（改正法附則第２条関係） 

 

３ 経過措置等 



8 

 

その他改正法の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について

所要の改正を行うこととすること。（改正法附則第３条から第６条まで関係） 
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一

感
染
症
の
予
防
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感
染
症
の
患
者
に
対
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る
医
療
に
関
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る
法
律
（
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・
・
・
１

二

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
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・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
31
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○

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

前
文

前
文

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

基
本
指
針
等
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

第
二
章

基
本
指
針
等
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
公
表
（
第
十
二
条
―
第
十

第
三
章

感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
公
表
（
第
十
二
条
―
第
十

六
条
の
二
）

六
条
の
二
）

第
四
章

就
業
制
限
そ
の
他
の
措
置
（
第
十
六
条
の
三
―
第
二
十
六
条
の

第
四
章

健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院
（
第
十
七
条
―
第
二
十
六
条

二
）

の
二
）

第
五
章

消
毒
そ
の
他
の
措
置
（
第
二
十
六
条
の
三
―
第
三
十
六
条
）

第
五
章

消
毒
そ
の
他
の
措
置
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
六
条
）

第
六
章

医
療
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
四
条
）

第
六
章

医
療
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
四
条
）

第
七
章

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
（
第
四
十
四
条
の
二
―
第
四

第
七
章

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
（
第
四
十
四
条
の
二
―
第
四

十
四
条
の
五
）

十
四
条
の
五
）

第
八
章

新
感
染
症
（
第
四
十
四
条
の
六
―
第
五
十
三
条
）

第
八
章

新
感
染
症
（
第
四
十
四
条
の
六
―
第
五
十
三
条
）

第
九
章

結
核
（
第
五
十
三
条
の
二
―
第
五
十
三
条
の
十
五
）

第
九
章

結
核
（
第
五
十
三
条
の
二
―
第
五
十
三
条
の
十
五
）

第
十
章

感
染
症
の
病
原
体
を
媒
介
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
の
輸
入
に

第
十
章

感
染
症
の
病
原
体
を
媒
介
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
の
輸
入
に

関
す
る
措
置
（
第
五
十
四
条
―
第
五
十
六
条
の
二
）

関
す
る
措
置
（
第
五
十
四
条
―
第
五
十
六
条
の
二
）

第
十
一
章

特
定
病
原
体
等

第
十
一
章

特
定
病
原
体
等

第
一
節

一
種
病
原
体
等
（
第
五
十
六
条
の
三
―
第
五
十
六
条
の
五
）

第
一
節

一
種
病
原
体
等
（
第
五
十
六
条
の
三
―
第
五
十
六
条
の
五
）

第
二
節

二
種
病
原
体
等
（
第
五
十
六
条
の
六
―
第
五
十
六
条
の
十
五

第
二
節

二
種
病
原
体
等
（
第
五
十
六
条
の
六
―
第
五
十
六
条
の
十
五

）

）

第
三
節

三
種
病
原
体
等
（
第
五
十
六
条
の
十
六
・
第
五
十
六
条
の
十

第
三
節

三
種
病
原
体
等
（
第
五
十
六
条
の
十
六
・
第
五
十
六
条
の
十

七
）

七
）

第
四
節

所
持
者
等
の
義
務
（
第
五
十
六
条
の
十
八
―
第
五
十
六
条
の

第
四
節

所
持
者
等
の
義
務
（
第
五
十
六
条
の
十
八
―
第
五
十
六
条
の

二
十
九
）

二
十
九
）

第
五
節

監
督
（
第
五
十
六
条
の
三
十
―
第
五
十
六
条
の
三
十
八
）

第
五
節

監
督
（
第
五
十
六
条
の
三
十
―
第
五
十
六
条
の
三
十
八
）
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第
十
二
章

費
用
負
担
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
三
条
）

第
十
二
章

費
用
負
担
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
三
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
六
十
三
条
の
二
―
第
六
十
六
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
六
十
三
条
の
二
―
第
六
十
六
条
）

第
十
四
章

罰
則
（
第
六
十
七
条
―
第
八
十
一
条
）

第
十
四
章

罰
則
（
第
六
十
七
条
―
第
八
十
一
条
）

附
則

附
則

（
定
義
等
）

（
定
義
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
二
類
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
性
の

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
二
類
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
性
の

疾
病
を
い
う
。

疾
病
を
い
う
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属

四

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

五

中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｍ
Ｅ

（
新
設
）

Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

六

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属

五

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
新
型
イ
ン

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
変
異
す
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
の

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
五
項
第
七
号
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

血
清
亜
型
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
五
項

ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と
い
う
。
）

第
七
号
に
お
い
て
「
特
定
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う
。
）

４

（
略
）

４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
四
類
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
性
の

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
四
類
感
染
症
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
感
染
性
の

疾
病
を
い
う
。

疾
病
を
い
う
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
特
定
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）

七

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
を
除
く

。
）

八
～
十
一

（
略
）

八
～
十
一

（
略
）

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

20

20

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
二
種
病
原
体
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
病
原
体

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
二
種
病
原
体
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
病
原
体

21

21

等
（
医
薬
品
等
で
あ
っ
て
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い

等
（
医
薬
品
等
で
あ
っ
て
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い



- 3 -

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

三

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
三
種
病
原
体
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
病
原
体

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
三
種
病
原
体
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
病
原
体

22

22

等
（
医
薬
品
等
で
あ
っ
て
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い

等
（
医
薬
品
等
で
あ
っ
て
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
属
ツ
ベ
ル
ク
ロ
ー
シ
ス
（
別
名
結
核
菌
）
（

二

マ
イ
コ
バ
ク
テ
リ
ウ
ム
属
ツ
ベ
ル
ク
ロ
ー
シ
ス
（
別
名
結
核
菌
）
（

イ
ソ
ニ
コ
チ
ン
酸
ヒ
ド
ラ
ジ
ド
、
リ
フ
ァ
ン
ピ
シ
ン
そ
の
他
結
核
の
治

イ
ソ
ニ
コ
チ
ン
酸
ヒ
ド
ラ
ジ
ド
及
び
リ
フ
ァ
ン
ピ
シ
ン
に
対
し
耐
性
を

療
に
使
用
さ
れ
る
薬
剤
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
耐
性
を
有

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
四
種
病
原
体
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
病
原
体

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
四
種
病
原
体
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
病
原
体

23

23

等
（
医
薬
品
等
で
あ
っ
て
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い

等
（
医
薬
品
等
で
あ
っ
て
、
人
を
発
病
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
（

一

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
（

血
清
亜
型
が
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
も
の
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

血
清
亜
型
が
Ｈ
二
Ｎ
二
、
Ｈ
五
Ｎ
一
若
し
く
は
Ｈ
七
Ｎ
七
で
あ
る
も
の

ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
を
除
く
。
）
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
を
除
く
。
）
又
は
新
型

染
症
の
病
原
体
に
限
る
。
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
限
る
。
）

二
～
十
一

（
略
）

二
～
十
一

（
略
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
項
第
六
号
の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案

（
新
設
）

24
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
師
の
届
出
）

（
医
師
の
届
出
）

第
十
二
条

医
師
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
診
断
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省

第
十
二
条

医
師
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
診
断
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
直
ち
に
そ

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
直
ち
に
そ

の
者
の
氏
名
、
年
齢
、
性
別
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、

の
者
の
氏
名
、
年
齢
、
性
別
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、

第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
七
日
以
内
に
そ
の
者
の
年
齢
、
性
別
そ

第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
七
日
以
内
に
そ
の
者
の
年
齢
、
性
別
そ
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の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
由
し
て
都

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
由
し
て

道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
類
感
染
症
の
患
者
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
又
は
四
類
感
染

一

一
類
感
染
症
の
患
者
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症

症
の
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五

又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体
保

類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
及
び
新
感
染

有
者
及
び
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者

症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
獣
医
師
の
届
出
）

（
獣
医
師
の
届
出
）

第
十
三
条

獣
医
師
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四

第
十
三
条

獣
医
師
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四

類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
う
ち
エ
ボ
ラ
出
血
熱

類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
う
ち
エ
ボ
ラ
出
血
熱

、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
ご
と
に
当
該
感
染

、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
ご
と
に
当
該
感
染

症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
サ
ル

症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
サ
ル

そ
の
他
の
動
物
に
つ
い
て
、
当
該
動
物
が
当
該
感
染
症
に
か
か
り
、
又
は

そ
の
他
の
動
物
に
つ
い
て
、
当
該
動
物
が
当
該
感
染
症
に
か
か
り
、
又
は

か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
診
断
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
動
物

か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
診
断
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
動
物

の
所
有
者
（
所
有
者
以
外
の
者
が
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者

の
所
有
者
（
所
有
者
以
外
の
者
が
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

め
る
事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
動
物
が
実
験
の
た
め
に
当
該
感
染

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

症
に
感
染
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
政
令
で
定
め
る
動
物
の
所
有
者
は
、
獣
医
師
の
診
断
を
受
け
な

２

前
項
の
政
令
で
定
め
る
動
物
の
所
有
者
は
、
獣
医
師
の
診
断
を
受
け
な

い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
動
物
が
同
項
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
に
か
か

い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
動
物
が
同
項
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
に
か
か

り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定

り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
動
物
が
実
験

に
よ
る
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
た
め
に
当
該
感
染
症
に
感
染
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）
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第
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

第
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
開
設
者
の
同
意
を
得
て
、
五
類
感
染
症
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

、
開
設
者
の
同
意
を
得
て
、
五
類
感
染
症
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
又
は
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類

る
も
の
又
は
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類

感
染
症
の
疑
似
症
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
発
生
の
状
況

感
染
症
の
疑
似
症
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
発
生
の
状
況

の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
病
院
又
は
診
療
所
を
指
定
す
る
。

の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指

定
届
出
機
関
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
条

２

指
定
届
出
機
関
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
届
出
機
関
の
医
師
が
前
項
の

に
お
い
て
「
指
定
届
出
機
関
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
届

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
の
患
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

出
機
関
の
医
師
が
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
の
患
者

る
五
類
感
染
症
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
含

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
前
項
の
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
前
項
の
二
類
感
染
症
、

症
若
し
く
は
五
類
感
染
症
の
疑
似
症
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類
感
染
症
の
疑
似
症
の
う
ち
厚

の
の
患
者
を
診
断
し
、
又
は
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
患
者
を
診
断
し
、
又
は
同
項
の
厚
生
労
働

症
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
体
を
検
案
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
体
を
検
案
し
た
と

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
患
者
又
は
当
該
死
亡
し
た
者
の
年
齢
、
性

き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
患
者
又
は
当
該

別
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
指
定
届
出
機
関
の
所
在

死
亡
し
た
者
の
年
齢
、
性
別
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
指
定
届
出
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

指
定
届
出
機
関
は
、
三
十
日
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、
第
一
項
の

４

指
定
届
出
機
関
は
、
三
十
日
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、
そ
の
指
定

規
定
に
よ
る
指
定
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
届
出
機
関
の
管
理
者
が
第
二
項
の
規
定
に
違

５

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
届
出
機
関
の
管
理
者
が
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
た
と
き
、
又
は
指
定
届
出
機
関
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
担
当

反
し
た
と
き
、
又
は
指
定
届
出
機
関
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
担
当

す
る
に
つ
い
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
一

す
る
に
つ
い
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

（
新
設
）

よ
り
、
開
設
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症

の
患
者
の
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
提
出
を
担
当
さ
せ
る
病
院

若
し
く
は
診
療
所
又
は
衛
生
検
査
所
を
指
定
す
る
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
衛
生

検
査
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
提
出
機
関
」
と
い
う
。
）
の
管

理
者
は
、
当
該
指
定
提
出
機
関
（
病
院
又
は
診
療
所
に
限
る
。
）
の
医
師

が
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
の
患
者
を
診
断
し
た
と

き
、
又
は
当
該
指
定
提
出
機
関
（
衛
生
検
査
所
に
限
る
。
）
の
職
員
が
当

該
患
者
の
検
体
若
し
く
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施

し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
患
者
の

検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
一
部
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指

定
提
出
機
関
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
に
つ
い
て
検

査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た

検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

指
定
提
出
機
関
は
、
三
十
日
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
提
出
機
関
の
管
理
者
が
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
た
と
き
、
又
は
指
定
提
出
機
関
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
担
当

す
る
に
つ
い
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
の
調
査
）

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
の
調
査
）

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
感
染
症

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
感
染
症

の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染

認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
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症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
新
感
染

染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
新
感
染
症
の

症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動

所
見
が
あ
る
者
又
は
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
若

物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
若
し
く
は
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
に

し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
若
し
く
は
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問

質
問
さ
せ
、
又
は
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
せ
、
又
は
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を

防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
一

防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
一

類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感
染
症

類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感
染
症

若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し

若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
及
び

く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
感
染
症

無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
感
染
症
を
人

を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者

に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
若
し

若
し
く
は
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
必
要
な
調
査
を

く
は
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
必
要
な
調
査
を
さ
せ

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
必
要
な
調
査
と
し
て
当
該
職
員
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し

当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
を
提
出
し
、
若
し

く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
さ

せ
、
又
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
保
護
者
（
親
権
を
行

う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
当
該
各
号
に
定
め
る

検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る

当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
又
は
当

該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

当
該
者
の
検
体

二

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類
感
染
症
の
患
者
、
疑
似

症
患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
又
は
当
該
感
染
症
に
か
か
っ

て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

当
該
者
の
検
体

三

新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
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う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

当
該
者
の
検
体

四

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
所
有

者
又
は
管
理
者

当
該
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
検
体

五

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類
感
染
症
を
人
に
感
染
さ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
又
は
管
理
者

当

該
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
検
体

六

新
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
又
は
そ
の
死
体

の
所
有
者
又
は
管
理
者

当
該
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
検
体

七

第
一
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規

定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検
体
又
は
当
該

感
染
症
の
病
原
体

八

第
二
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規

定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検
体
又
は
当
該

感
染
症
の
病
原
体

九

第
三
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
新
感
染
症

の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原

体
十

第
四
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規

定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検
体
又
は
当
該

感
染
症
の
病
原
体

十
一

第
五
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に

規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検
体
又
は
当

該
感
染
症
の
病
原
体

十
二

第
六
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
新
感
染

症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病

原
体

４

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
当

該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
５

第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
調
査
に
つ
い
て
準

（
新
設
）

用
す
る
。

６

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感

３

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類
感

染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者

染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者

若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
感

及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
感
染
症

染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所

を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者

有
者
若
し
く
は
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

若
し
く
は
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又

定
に
よ
る
質
問
又
は
必
要
な
調
査
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

は
必
要
な
調
査
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

７
・
８

（
略
）

４
・
５

（
略
）

９

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

（
新
設
）

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た

検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
の
一

部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
必
要
な
調
査
を

６

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ

10
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知

る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
感
染

事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
の
治
療
の
方
法
の
研
究
、
病
原

症
の
治
療
の
方
法
の
研
究
、
病
原
体
等
の
検
査
そ
の
他
の
感
染
症
に
関
す

体
等
の
検
査
そ
の
他
の
感
染
症
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
検
査
を
行
う
機

る
試
験
研
究
又
は
検
査
を
行
っ
て
い
る
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他
同
項

関
（
以
下
「
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
」
と
い
う
。
）
の
職
員
の
派
遣
そ

の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
必
要
な
調
査
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
協
力
を

の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て

７

第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て

11
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

第
七
項
の
証
明
書
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

８

第
四
項
の
証
明
書
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

12
。

。

（
検
疫
所
長
と
の
連
携
）

（
検
疫
所
長
と
の
連
携
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
第
一
項
に
規

３

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
第
一
項
に
規
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定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
三

（
略
）

第
十
五
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
第
一
項

４

第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
第
一
項

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。

。

第
四
章

就
業
制
限
そ
の
他
の
措
置

第
四
章

健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院

（
検
体
の
採
取
等
）

第
十
六
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新

（
新
設
）

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
同
号

に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採

取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
当
該
検
体

を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体

の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

、
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
（
そ
の

行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す

る
感
染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持

し
て
い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
同
号
に
定

め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に

応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
当
該
検
体
を
提

出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
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取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
厚

生
労
働
大
臣
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
（
そ
の
行
お

う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感

染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持
し
て

い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該

勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て

、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該

勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て

、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採

取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実

施
す
る
場
合
に
は
、
同
時
に
、
当
該
勧
告
を
受
け
、
又
は
当
該
措
置
を
実

施
さ
れ
る
者
に
対
し
、
当
該
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る
理

由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
い
で
検

体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実

施
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
検
体

の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
又
は
検
体
の
採
取
の
措
置
の
後
相
当
の
期

間
内
に
、
当
該
勧
告
を
受
け
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
さ
れ
た
者
に
対
し

、
同
項
の
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
に
つ
い
て
検
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査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、

若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採

10
取
の
勧
告
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措

置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
検
査
を
実
施
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚

生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他

の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
項
の
規
定
に

11
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
健
康
診
断
）

（
健
康
診
断
）

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染

症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必

症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に

足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
対
し
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
か

足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
対
し
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
か

ど
う
か
に
関
す
る
医
師
の
健
康
診
断
を
受
け
、
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し

ど
う
か
に
関
す
る
医
師
の
健
康
診
断
を
受
け
、
又
は
そ
の
保
護
者
（
親
権

当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
当
該
感
染
症
に

に
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
健
康
診
断
を

受
け
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
勧
告
を
し
、
又
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は
前
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
同
時
に

、
当
該
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
い
で
健
康
診
断
の
勧
告
を
し

、
又
は
健
康
診
断
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
削
る
）

４

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
健
康

診
断
の
勧
告
又
は
措
置
の
後
相
当
の
期
間
内
に
、
同
項
の
理
由
そ
の
他
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
最
小
限
度
の
措
置
）

（
最
小
限
度
の
措
置
）

第
二
十
二
条
の
二

第
十
六
条
の
三
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
二
条
の
二

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
実
施

実
施
さ
れ
る
措
置
は
、
感
染
症
を
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
、
感
染

さ
れ
る
措
置
は
、
感
染
症
を
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
、
感
染
症
に

症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
感
染

か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
感
染
症
の

症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な

発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度

最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
面
に
よ
る
通
知
）

（
書
面
に
よ
る
通
知
）

第
二
十
三
条

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県

第
二
十
三
条

第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事

知
事
が
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
勧
告
、
同
条
第
二

が
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
院
の
勧
告
、

項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
措
置
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条

第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
、
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並

規
定
す
る
入
院
の
措
置
並
び
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
入
院
の
期
間
の

び
に
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
措
置
並
び
に

延
長
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
期
間
の
延
長
を
す
る
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
章

消
毒
そ
の
他
の
措
置

第
五
章

消
毒
そ
の
他
の
措
置

（
検
体
の
収
去
等
）
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第
二
十
六
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は

（
新
設
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延

を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第

七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は

感
染
症
の
病
原
体
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た

め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
七
号
又

は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症

の
病
原
体
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該

命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限

度
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
を
無
償

で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該

命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限

度
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
を
無
償

で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
収
去
さ
せ
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症

の
病
原
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た

検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
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に
収
去
さ
せ
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の

病
原
体
の
提
出
の
命
令
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体

若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
収
去
の
措
置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
検
査
を
実
施
す
る
た

め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生

労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他
の

必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
体
の
採
取
等
）

第
二
十
六
条
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は

（
新
設
）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延

を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第

四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
又
は
当
該

職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た

め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
四
号
に

掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
又
は
当
該
職
員
に

よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該

命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な

最
小
限
度
に
お
い
て
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該

命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
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最
小
限
度
に
お
い
て
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。５

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
に
つ
い
て
検

査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、

若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採

取
の
命
令
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措

置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
検
査
を
実
施
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚

生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他

の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
）

（
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
）

第
三
十
四
条

第
二
十
六
条
の
三
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ

第
三
十
四
条

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
措

る
措
置
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

置
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め

た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
質
問
及
び
調
査
）

（
質
問
及
び
調
査
）

第
三
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
三
条
ま

第
三
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
に

で
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

当
該
職
員
に
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症

職
員
に
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し

若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
が
い
る
場
所
若
し
く

く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
が
い
る
場
所
若
し
く
は
い
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は
い
た
場
所
、
当
該
感
染
症
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
体
が
あ
る
場
所
若

た
場
所
、
当
該
感
染
症
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
体
が
あ
る
場
所
若
し
く

し
く
は
あ
っ
た
場
所
、
当
該
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る

は
あ
っ
た
場
所
、
当
該
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物

動
物
が
い
る
場
所
若
し
く
は
い
た
場
所
、
当
該
感
染
症
に
よ
り
死
亡
し
た

が
い
る
場
所
若
し
く
は
い
た
場
所
、
当
該
感
染
症
に
よ
り
死
亡
し
た
動
物

動
物
の
死
体
が
あ
る
場
所
若
し
く
は
あ
っ
た
場
所
そ
の
他
当
該
感
染
症
の

の
死
体
が
あ
る
場
所
若
し
く
は
あ
っ
た
場
所
そ
の
他
当
該
感
染
症
の
病
原

病
原
体
に
汚
染
さ
れ
た
場
所
若
し
く
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
場
所
に

体
に
汚
染
さ
れ
た
場
所
若
し
く
は
汚
染
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
場
所
に
立
ち

立
ち
入
り
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症

入
り
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し

若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し

く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し
く
は

く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
若
し
く
は
当
該
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る

無
症
状
病
原
体
保
有
者
若
し
く
は
当
該
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ

お
そ
れ
が
あ
る
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
若
し
く
は
管
理
者
そ

れ
が
あ
る
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
若
し
く
は
管
理
者
そ
の
他

の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し

（
新
設
）

く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す

る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「

、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
第
二
十
七
条
第
二

４

前
三
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条

項
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
第
二

第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措

項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ

置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。

６

（
略
）

５

（
略
）

（
書
面
に
よ
る
通
知
）

（
書
面
に
よ
る
通
知
）

第
三
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

第
三
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

三
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
一

、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十

は
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措

九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第

置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
あ
て

一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合

人
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
実
施
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由
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に
は
、
そ
の
名
あ
て
人
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
実
施
す

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば

る
旨
及
び
そ
の
理
由
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
い
で
措
置
を

り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
書
面
に
よ
り
通

実
施
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

知
し
な
い
で
措
置
を
実
施
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し

（
新
設
）

く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す

る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

４
・
５

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
経
過
の
報
告
）

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
経
過
の
報
告
）

第
四
十
四
条
の
五

（
略
）

第
四
十
四
条
の
五

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に

２

前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に

関
し
、
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す

関
し
、
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
措
置
を
当
該
職
員
に
実
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
措
置
を
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
等
）

第
四
十
四
条
の
七

都
道
府
県
知
事
は
、
新
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

（
新
設
）

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

る
者
に
対
し
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ

る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者

に
対
し
当
該
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員

に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る

当
該
検
体
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ

た
新
感
染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所

持
し
て
い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
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い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に

対
し
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該

検
体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し

当
該
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る

当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検

体
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
新
感

染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持
し
て

い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該

勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て

、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該

勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第

三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て

、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体

又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
に
つ
い
て
検

査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、

若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
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職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採

取
の
勧
告
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措

置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
検
査
を
実
施
す
る

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚

生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他

の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第

10
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
感
染
症
に
係
る
健
康
診
断
）

（
新
感
染
症
に
係
る
健
康
診
断
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
第

３

第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
第
一
項

一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
勧
告
又
は
前
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の

に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
勧
告
又
は
前
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
措
置

措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
最
小
限
度
の
措
置
）

（
最
小
限
度
の
措
置
）

第
四
十
八
条
の
二

第
四
十
四
条
の
七
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ

第
四
十
八
条
の
二

第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
実

り
実
施
さ
れ
る
措
置
は
、
新
感
染
症
を
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
、

施
さ
れ
る
措
置
は
、
新
感
染
症
を
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
、
新
感

新
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て

染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
新

、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必

感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な

要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
の
入
院
に
係
る
書
面
に
よ
る
通
知
）

（
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
の
入
院
に
係
る
書
面
に
よ
る
通
知
）

第
四
十
九
条

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県

第
四
十
九
条

第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事

知
事
が
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
院
の
勧
告
、
同
条
第
二
項
及

が
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
院
の
勧
告
、
同
条
第
二
項
及
び
第

び
第
三
項
に
規
定
す
る
入
院
の
措
置
並
び
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
入

三
項
に
規
定
す
る
入
院
の
措
置
並
び
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
入
院
の

院
の
期
間
の
延
長
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

期
間
の
延
長
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
感
染
症
に
係
る
消
毒
そ
の
他
の
措
置
）

（
新
感
染
症
に
係
る
消
毒
そ
の
他
の
措
置
）

第
五
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の

第
五
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の

ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染

ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染

症
を
一
類
感
染
症
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項

症
を
一
類
感
染
症
と
み
な
し
て
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
及

、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三

び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
し
、

条
ま
で
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部

又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を

実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置

を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

２

第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都

都
道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ

道
府
県
知
事
が
当
該
職
員
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ

せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

３

第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
が
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十

都
道
府
県
知
事
が
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
八
条

六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若

三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

６

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

４

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
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事
が
第
三
十
二
条
又
は
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は

事
が
第
三
十
二
条
又
は
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は

当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延

（
新
設
）

を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染

症
を
一
類
感
染
症
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項

、
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
実

施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

（
新
設
）

規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

９

第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

（
新
設
）

規
定
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
十
六
条
の
三
第

二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項

に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

市
町
村
長
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防

５

市
町
村
長
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防

10
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染
症
を
一
類
感

止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染
症
を
一
類
感

染
症
と
み
な
し
て
、
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

染
症
と
み
な
し
て
、
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
措
置
を
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
に
規
定
す
る
措
置
を
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

６

第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の

11
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

す
る
。

第
三
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

７

第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

12
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第

規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第

二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知

二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知

事
の
指
示
に
従
い
、
市
町
村
長
が
当
該
職
員
に
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第

事
の
指
示
に
従
い
、
市
町
村
長
が
当
該
職
員
に
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第

二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ

二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
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せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
一
項
、
第
七
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
措
置
は
、

８

第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
措
置
は
、
新
感
染
症

13
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要

の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限

な
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
技
術
的
指
導
及
び
助
言
）

（
厚
生
労
働
大
臣
の
技
術
的
指
導
及
び
助
言
）

第
五
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
五

第
五
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第

条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十

一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条

七
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置

第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
又
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規

又
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二

定
に
よ
り
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第

十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
若
し
く
は
第

一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
よ
う
と

三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施

す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
措
置
の
内
容
及
び
当
該
措
置
を
実

さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
措
置
の
内
容
及
び
当

施
す
る
時
期
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に

該
措
置
を
実
施
す
る
時
期
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生

通
報
し
、
厚
生
労
働
大
臣
と
密
接
な
連
携
を
図
っ
た
上
で
当
該
措
置
を
講

労
働
大
臣
に
通
報
し
、
厚
生
労
働
大
臣
と
密
接
な
連
携
を
図
っ
た
上
で
当

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
受
け
た
と
き
は
、
第

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
受
け
た
と
き
は
、
第

四
十
四
条
の
七
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す

四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措

る
措
置
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
技

置
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
技
術
的

術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
指
導
及
び
助
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
第
五
十
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
第

４

前
三
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
第
五
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第

三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を

三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を

当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
）

（
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
）

第
五
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又

第
五
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又

は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第

、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項

一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
七
条

、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
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、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
五

く
は
第
四
項
、
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示

う
事
務
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
新
感
染
症
に
係
る
経
過
の
報
告
）

（
新
感
染
症
に
係
る
経
過
の
報
告
）

第
五
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第

第
五
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
又

三
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
若

は
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員

し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し

に
実
施
さ
せ
た
場
合
又
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

く
は
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
七

定
に
よ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
及
び
そ
の
後
の
経
過
を
逐

条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措

次
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
実
施
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
た
場
合
又
は
第
五
十
条

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
行
っ
た
場
合
は
、

そ
の
内
容
及
び
そ
の
後
の
経
過
を
逐
次
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
、
第
五
十
条
第
十
項
に
規
定
す
る
措
置

２

前
項
の
規
定
は
、
市
町
村
長
が
、
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
措
置

を
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
家
庭
訪
問
指
導
等
）

（
家
庭
訪
問
指
導
）

第
五
十
三
条
の
十
四

保
健
所
長
は
、
結
核
登
録
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

第
五
十
三
条
の
十
四

保
健
所
長
は
、
結
核
登
録
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

に
つ
い
て
、
結
核
の
予
防
又
は
医
療
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

に
つ
い
て
、
結
核
の
予
防
又
は
医
療
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

保
健
師
又
は
そ
の
他
の
職
員
を
し
て
、
そ
の
者
の
家
庭
を
訪
問
さ
せ
、
処

保
健
師
又
は
そ
の
他
の
職
員
を
し
て
、
そ
の
者
の
家
庭
を
訪
問
さ
せ
、
処

方
さ
れ
た
薬
剤
を
確
実
に
服
用
す
る
指
導
そ
の
他
必
要
な
指
導
を
行
わ
せ

方
さ
れ
た
薬
剤
を
確
実
に
服
用
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
指
導
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

２

保
健
所
長
は
、
結
核
登
録
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
結
核

(

新
設)

の
予
防
又
は
医
療
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に

対
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
方
さ
れ
た
薬
剤
を

確
実
に
服
用
す
る
指
導
そ
の
他
必
要
な
指
導
の
実
施
を
依
頼
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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（
厚
生
労
働
大
臣
と
警
察
庁
長
官
等
と
の
関
係
）

（
厚
生
労
働
大
臣
と
警
察
庁
長
官
等
と
の
関
係
）

第
五
十
六
条
の
三
十
八

（
略
）

第
五
十
六
条
の
三
十
八

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
の

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
感
染
症
試
験

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
感
染
症
に
関

研
究
等
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他
特
定
病
原
体
等
に
よ
る
感
染
症
の
発

す
る
試
験
研
究
又
は
検
査
を
行
っ
て
い
る
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他
特

生
の
予
防
又
は
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と

定
病
原
体
等
に
よ
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
又
は
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

が
で
き
る
。

に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
の
支
弁
す
べ
き
費
用
）

（
都
道
府
県
の
支
弁
す
べ
き
費
用
）

第
五
十
八
条

都
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
五
十
八
条

都
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

第
十
四
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
五
条
（
第
二
項
及
び
第
五
項
を

一

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
（
第
十
五
条
第
二
項
を
除
く

除
く
。
）
、
第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
六
条
の
三
第

。
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
務
に
要
す
る
費
用

一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
又
は
第
四
十
四
条

の
七
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
事
務
に
要
す
る
費
用

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

四
の
二

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検

（
新
設
）

体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
受
理
若
し
く
は
収
去
（
こ
れ
ら
が
第

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

二
十
六
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
実
施

さ
れ
る
事
務
に
要
す
る
費
用

四
の
三

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検

（
新
設
）

体
の
受
理
若
し
く
は
採
取
（
こ
れ
ら
が
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
か
ら

第
八
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
務
に
要
す
る
費
用
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五
～
十
四

（
略
）

五
～
十
四

（
略
）

（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）

（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）

第
六
十
四
条

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
第
三
章

第
六
十
四
条

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
第
三
章

か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
（
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
の

か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
（
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
八
条

二
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第

第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
同
条
第

六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
同
条
第
二
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規

二
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
結
核
指
定
医
療
機
関

定
に
あ
っ
て
は
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四

十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
（
結
核
指
定
医
療
機
関
に

十
三
条
（
結
核
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
七

の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
二
十
七
第
七

第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
二
十
七
第
七
項
並
び
に
第
六
十
条
を
除
く
。
）

項
並
び
に
第
六
十
条
を
除
く
。
）
及
び
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

及
び
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
」
又
は
「
区
長
」

る
の
は
「
市
長
」
又
は
「
区
長
」
と
、
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市

と
、
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
市
」
又
は
「
区
」
と
す
る
。

」
又
は
「
区
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
六
十
五
条
の
二

第
三
章
（
第
十
二
条
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

第
六
十
五
条
の
二

第
三
章
（
第
十
二
条
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
四
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第

準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
並
び
に
第

十
六
条
並
び
に
第
十
六
条
の
二
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
十
八
条
第
五

十
六
条
の
二
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、

項
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
条
第
六

第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
八
項
（

項
及
び
第
八
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場

第
二
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
（
第
二
十
六
条

第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条

及
び
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
三
十
二
条

）
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
四
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三

、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
第

に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
第
一
種
感
染
症

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
の

指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
か

三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
五
、
第
八
章
（
第
四
十
六

ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
四
条
の
五
、
第
八
章
（
第
四
十
六
条
第
五
項
及

条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
条
第
五
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準

び
第
七
項
、
第
五
十
条
第
十
項
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

用
す
る
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二

三
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十

項
、
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
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条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五

項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
を
除
く

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
章
の
規
定
に
よ
り
都
道

。
）
並
び
に
第
十
章
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市

府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第

い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号

二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
七
十
三
条

（
略
）

第
七
十
三
条

（
略
）

２

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第

２

第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項

の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含

の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五
十
三

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第

二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合

二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。

）
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
第
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規

）
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
第
十
五
条
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項

政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第

に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
受
理
、
第
十
四
条
の
二
第
三

一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
若
し
く
は
調

項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合

査
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
質
問
、
第
十
七
条
（
第

及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
（
第
七
条
第
一
項

五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
五
十
条
第
二
項

含
む
。
）
、
第
四
十
五
条
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
健

に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

康
診
断
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
若
し
く
は
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し

す
る
第
十
九
条
若
し
く
は
第
二
十
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条

く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
検
査
、
第
十
五
条
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十

基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条

。
）
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
入
院
、
第
二
十
七
条
（
第
七

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
若
し

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五

く
は
調
査
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
質
問
、
第
十
六

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の

む
。
）
、
第
二
十
八
条
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
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規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一

て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一

く
は
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の

項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七

受
理
若
し
く
は
採
取
、
第
十
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ

十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ

政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
若
し
く
は

る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用

第
三
十
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
四
条
の
七
第
三
項
若
し
く
は

政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取
、
第
十
六
条
の
三
第
七
項
（
第
七
条

づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三
十
一

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十

条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合

。
）
、
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政

、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ

令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ

る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用

る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
措
置
（
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
五
項

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
四
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一

よ
る
検
体
の
検
査
、
第
十
七
条
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合

に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
、
第

政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
五
条
若
し
く
は

四
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ

第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
若

て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
二
項
の
規

し
く
は
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
若
し
く
は
第
二
十
条

定
に
よ
る
協
力
の
求
め
、
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の

の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ

規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ

っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お

に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
規
定

い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

に
よ
る
入
院
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

る
食
事
の
提
供
等
又
は
第
五
十
三
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
精
密
検
査
に

規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場

関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
公
務
員
又
は
公
務
員
で
あ
っ
た
者
が
、
そ
の
職

合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ

務
の
執
行
に
関
し
て
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の

た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

受
理
（
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場

合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
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る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の

収
去
（
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場

合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
受
理
若
し
く
は
採
取
（
こ
れ

ら
が
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
の
四
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合

及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取
（
第
五
十
条
第
一
項
又
は

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
（

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に

よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条

第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び

第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
若
し

く
は
第
三
十
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三

十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
規
定
（
こ
れ
ら

の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る

場
合
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用

さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
措
置
（
第
五
十
条
第
一
項
、
第
七

項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十

四
条
の
三
第
一
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
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用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の
求
め
、
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
若
し

く
は
第
五
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
の

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
食
事
の
提
供
等
又
は
第
五
十
三
条
の
十
三
の
規
定
に
よ

る
精
密
検
査
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
公
務
員
又
は
公
務
員
で
あ
っ
た

者
が
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
関
し
て
知
り
得
た
人
の
秘
密
を
正
当
な
理
由

が
な
く
漏
ら
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
七
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下

第
七
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ

七

第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ

っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五

基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五

十
条
第
一
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
第
三
十
五

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
（
第
七
条
第
一
項

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
四
十
四
条
の

基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項

四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第

の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条

五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
十
項

）
若
し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
実
施

の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
調
査
を
拒
み

職
員
の
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

、
妨
げ
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）
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○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ

る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る

る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

。

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

感
染
症
の
予
防
及

第
三
章
（
第
十
二
条
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に

感
染
症
の
予
防
及

第
三
章
（
第
十
二
条
第
四
項
、
同
条
第
五
項
に

び
感
染
症
の
患
者

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

び
感
染
症
の
患
者

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

に
対
す
る
医
療
に

第
十
四
条
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
六
条
並
び

に
対
す
る
医
療
に

第
十
四
条
、
第
十
六
条
並
び
に
第
十
六
条
の
二

関
す
る
法
律
（
平

に
第
十
六
条
の
二
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第

関
す
る
法
律
（
平

を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
十
八
条
第
五
項
及

成
十
年
法
律
第
百

十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二

成
十
年
法
律
第
百

び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
七
項
並

十
四
号
）

項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
条
第
六
項
及
び

十
四
号
）

び
に
第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
八
項
（
第
二
十

第
八
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場

定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十

条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
（
第
二
十
六
条
及

四
条
の
二
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の

び
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除

を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
の
三

く
。
）
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三

、
第
二
十
六
条
の
四
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十

十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機

三
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染
症

関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同

指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定

第
五
項
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
第
一
種

医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。

四
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十

）
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

四
条
の
五
、
第
八
章
（
第
四
十
六
条
第
五
項
及

で
、
第
四
十
四
条
の
五
、
第
八
章
（
第
四
十
六

び
第
七
項
、
第
五
十
条
第
五
項
、
同
条
第
七
項

条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
条
第
十
項
、

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
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同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及

五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

び
第
二
項
、
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て

十
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
五

準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五

十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

項
か
ら
第
三
項
ま
で
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十

す
る
同
条
第
一
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
章

章
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す

す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

て
い
る
事
務

い
る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
設
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
の
患
者
の
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
提
出
を
担
当
さ
せ
る
病
院
若
し
く
は

診
療
所
又
は
衛
生
検
査
所
を
指
定
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
衛
生
検
査
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定

提
出
機
関
」
と
い
う
。）の
管
理
者
は
、
当
該
指
定
提
出
機
関
（
病
院
又
は
診
療
所
に
限
る
。）の
医
師
が
同
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
の
患
者
を
診
断
し
た
と
き
、
又
は
当
該
指
定
提
出
機
関
（
衛
生
検
査
所
に
限
る
。）

の
職
員
が
当
該
患
者
の
検
体
若
し
く
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
患
者
の
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
一
部
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

指
定
提
出
機
関
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
又
は

感
染
症
の
病
原
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

指
定
提
出
機
関
は
、
三
十
日
以
上
の
予
告
期
間
を
設
け
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
提
出
機
関
の
管
理
者
が
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
指
定
提
出
機
関
が
同

項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
担
当
す
る
に
つ
い
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
疑
似
症
患
者
及
び
」
を
「
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
」
を

「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条

第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
の
規
定
」

の
下
に
「
に
よ
る
質
問
又
は
必
要
な
調
査
」
を
、「
厚
生
労
働
大
臣
に
」
の
下
に
「
対
し
、」を
加
え
、「
行
っ
て
い
る
」
を

「
行
う
」
に
改
め
、「
機
関
」
の
下
に「（
以
下
「
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、「
そ
の
他
同
項
の
規

定
に
よ
る
質
問
又
は
必
要
な
調
査
を
実
施
す
る
た
め
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条

第
五
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
の
一
部
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
百
十
五
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院
（
第
十
七
条
」
を
「
就
業
制
限
そ
の
他
の
措
置
（
第
十
六
条
の
三
」に
、

「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を「（
定
義
等
）」に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
」
を
「
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
属
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
が
Ｈ
五
Ｎ
一
」
を
「
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
変

異
す
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
の
血
清
亜
型
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
に
、「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）」を

「
特
定
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限

る
。）

第
六
条
第
五
項
第
七
号
中
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）」を
「
特
定
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
一
項
第
三
号
中
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
」
を
「
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
項
第

二
号
中
「
及
び
リ
フ
ァ
ン
ピ
シ
ン
」
を
「
、
リ
フ
ァ
ン
ピ
シ
ン
そ
の
他
結
核
の
治
療
に
使
用
さ
れ
る
薬
剤
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
項
第
一
号
中
「
Ｈ
二
Ｎ
二
、
Ｈ
五
Ｎ
一
若
し
く
は
Ｈ
七
Ｎ
七
」
を
「
政
令

で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

24

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
項
第
六
号
の
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め
、

厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
四
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体

保
有
者
」
を
「
又
は
四
類
感
染
症
の
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感
染
症
又
は

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
動
物
が
実
験
の
た
め
に
当
該
感
染
症
に
感
染
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
動
物
が
実
験
の
た
め
に
当
該
感
染
症
に
感
染
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）」を
付
し
、

同
条
第
一
項
中「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
届
出
機
関
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
届
出
機

関
の
管
理
者
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
届
出
機

関
」
と
い
う
。）の
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
そ
の
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め

る
。

�
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第
十
五
条
第
四
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、「
前
二
項
」
を
「
第
一
項

又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
調
査
と
し
て
当
該
職
員
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該

職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
さ
せ
、
又
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の

保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
対
し
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し

く
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
無

症
状
病
原
体
保
有
者
又
は
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

当
該
者
の

検
体

二

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類
感
染
症
の
患
者
、
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者

又
は
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

当
該
者
の
検
体

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る

た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
同
号
に
定
め
る
検
体

を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者
に

対
し
当
該
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体（
そ

の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
所
持
し
て
い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
同
号
に

定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
同
号
に

定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
同
時
に
、
当
該
勧
告
を
受
け
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
さ
れ
る

者
に
対
し
、
当
該
勧
告
を
し
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
す
る
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面

に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
い
で
検
体
の
提
出
若
し
く
は

採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
又
は
検
体

の
採
取
の
措
置
の
後
相
当
の
期
間
内
に
、
当
該
勧
告
を
受
け
、
又
は
当
該
措
置
を
実
施
さ
れ
た
者
に
対
し
、
同
項
の

理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く

は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採

取
さ
せ
た
検
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の

職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告

を
し
、
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中「（
親
権
を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

を
削
る
。

三

新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
又
は
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者

当

該
者
の
検
体

四

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る

動
物
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
又
は
管
理
者

当
該
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
検
体

五

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
五
類
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
又
は
そ
の
死
体

の
所
有
者
又
は
管
理
者

当
該
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
検
体

六

新
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
又
は
管
理
者

当
該
動
物
又
は

そ
の
死
体
の
検
体

七

第
一
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い

る
者

当
該
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

八

第
二
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い

る
者

当
該
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

九

第
三
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
新
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該
検

体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

十

第
四
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い

る
者

当
該
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

十
一

第
五
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て

い
る
者

当
該
検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

十
二

第
六
号
に
定
め
る
検
体
又
は
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
新
感
染
症
の
病
原
体
を
所
持
し
て
い
る
者

当
該

検
体
又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体

４

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
若
し

く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
第
四
項
中
「
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

就
業
制
限
そ
の
他
の
措
置

第
四
章
中
第
十
七
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
体
の
採
取
等
）

第
十
六
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
ま
ん
延

を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
同
号
に
定
め
る

検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護

者
に
対
し
当
該
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ

る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検

体
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
所
持
し
て
い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

Ÿ
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第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、「
都
道
府

県
知
事
が
」
の
下
に
「
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
の
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断

の
措
置
、」を
加
え
、「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
五
章
中
第
二
十
七
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
検
体
の
収
去
等
）

第
二
十
六
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生

を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
七
号
又
は

第
十
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又

は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
七
号
又
は
第
十
号

に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い

て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
七
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い

て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
検
体
又
は
感
染
症
の
病
原
体
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
若

し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
収
去
さ
せ
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体

に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
収
去
さ

せ
た
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
提
出
の
命
令
を
し
、
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
収
去
の
措
置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道

府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の
職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
体
の
採
取
等
）

第
二
十
六
条
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生

を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
四
号
に
掲

げ
る
者
に
対
し
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
ず
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又

は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

に
対
し
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
又
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採

取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
当
該
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲
げ
る
者

に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
大
臣
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら
分
離
さ

れ
た
新
感
染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
所
持
し
て
い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う
と
す
る

勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
同
号
に

定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度

に
お
い
て
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
命
令
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
動
物
又
は
そ
の
死
体
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度

に
お
い
て
、
同
号
に
定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く

は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採

取
さ
せ
た
検
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
命
令
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の

職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
」
と
あ
る

の
は
、「
若
し
く
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十

六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
新
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
等
）

第
四
十
四
条
の
七

都
道
府
県
知
事
は
、
新
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
同
号
に
定
め
る
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検

体
の
採
取
に
応
じ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
、
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
当
該
検
体
を
提
出
し
、
若
し
く
は
同
号
に
掲

げ
る
者
に
当
該
職
員
に
よ
る
当
該
検
体
の
採
取
に
応
じ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

都
道
府
県
知
事
が
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
（
そ
の
行
お
う
と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
か
ら

分
離
さ
れ
た
新
感
染
症
の
病
原
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
所
持
し
て
い
る
者
か
ら
そ
の
行
お
う

と
す
る
勧
告
に
係
る
当
該
検
体
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、こ
の
限
り
で
な
い
。
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厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

当
該
勧
告
に
係
る
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
検
査
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
同
号
に

定
め
る
検
体
を
採
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く

は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採
取
さ
せ
た
検
体
に
つ
い
て
検
査
を
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
検
査
の
結
果
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
を
受
け
、
若
し
く
は
当
該
職
員
が
採
取
し
た
検
体
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
採

取
さ
せ
た
検
体
の
一
部
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く
は
採
取
の
勧
告
を
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
感
染
症
試
験
研
究
等
機
関
の

職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く

は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

10

第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
体
の
提
出
若
し
く

は
採
取
の
勧
告
を
し
、
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
検
体
の
採
取
の
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
」に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
の
二
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
四
条
の
七
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
中
「
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
み
な
し
て
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一

項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
、
第
七
項
又
は

第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
五
項
」

に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
五
条
第

四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十
六
条
第
三
項
」

を
「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
新
感
染
症
を
一
類
感
染
症
と
み
な
し
て
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

六
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
の

全
部
又
は
一
部
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員

に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９

第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す

る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
」
の
下
に
「
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
六
条

の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、」を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
同
条
第
一
項
又

は
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
同
条
第
一
項

又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
施
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
を
、「
規
定
に
よ
り
」
の
下

に
「
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
、」を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四

十
四
条
の
七
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
十
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
条
第
十
項
」に
、「
第
三
十
五
条
第
四
項
」

を
「
第
三
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
に
対
し
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
、」の
下
に
「
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
」

を
加
え
、「
又
は
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
に
規
定
す
る
措
置
若
し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
六
条

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で

若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
条
第
十
項
」
に
改
め

る
。第

五
十
三
条
の
十
四
の
見
出
し
を「（
家
庭
訪
問
指
導
等
）」に
改
め
、
同
条
中
「
こ
と
」
を
「
指
導
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

保
健
所
長
は
、
結
核
登
録
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
結
核
の
予
防
又
は
医
療
を
効
果
的
に
実
施
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
方
さ
れ
た
薬
剤
を
確
実
に
服
用
す
る
指
導
そ
の
他
必
要
な
指
導
の
実
施

を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
三
十
八
第
七
項
中
「
感
染
症
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
検
査
を
行
っ
て
い
る
機
関
」
を
「
感
染
症
試

験
研
究
等
機
関
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
号
中
「
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
（
第
十
五
条
第
二
項
を
除
く
。）」
を
「
、
第
十
四
条
の
二
、

第
十
五
条
（
第
二
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。）、
第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
三

項
若
し
く
は
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
又
は
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で

の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
の
二

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
受
理
若

し
く
は
収
去
（
こ
れ
ら
が
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
二
十
六
条
の
三

第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
事
務
に
要
す
る
費
用

四
の
三

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
受
理
若
し
く
は
採
取
（
こ
れ
ら
が
第

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
務
に

要
す
る
費
用

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
」
を
加
え
る
。

第
六
十
五
条
の
二
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
」
を
、「
）
を
除
く
。）」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条

の
三
、
第
二
十
六
条
の
四
」
を
加
え
、「
第
五
十
条
第
五
項
、
同
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
第
十
項
、同
条
第
十
二
項
」

に
、「
第
三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
五
項
」
に
、「
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
」

に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
受
理
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
第
二
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に

よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の

規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
受
理
、
第
十
四
条
の
二
第
三
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。）若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第

五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の
検
査
」
を
、「
若
し
く
は
質
問
」
の
下
に
「
、
第
十

六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ

る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く
は
第
四
十
四

条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
受
理
若
し
く
は
採
取
、
第
十
六
条
の
三
第
三
項
若
し
く
は
第

˜—
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四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く
は
第
四
十
四
条
の
七
第
三
項
若
し
く
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取
、
第
十
六
条
の
三
第
七
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ

れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
六
条
の

四
第
五
項
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く
は
第
四

十
四
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
の
検
査
」
を
、「
入
院
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病
原
体
の

受
理
（
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
若
し

く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
検
体
若
し
く
は
感
染
症
の
病

原
体
の
収
去
（
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
六
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第

五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
検
体
の
受
理
若
し
く

は
採
取
（
こ
れ
ら
が
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
六
条
の
四

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及

び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
検
体
の
採
取

（
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
又
は
第
五
項
」
を
「
、
第

七
項
又
は
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
第
七
号
中
「
若
し
く
は
第
五
項
」
を
「
、
第
七
項
若
し
く
は
第
十
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
六
条
の
見
出
し
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に

た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
六
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
十
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
を
除

く
。）
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日

三

第
六
条
第
二
十
二
項
第
二
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
十
三
条
の
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改

正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経

過
し
た
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規

定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
医
師
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
以
後
に
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
診
断
し
た
医
師
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
前
の
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
診
断
し
た
医
師
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過

措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

の
項
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
」
を
、「
）
を
除
く
。）」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二

十
六
条
の
四
」
を
加
え
、「
第
五
十
条
第
五
項
、
同
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
第
十
項
、
同
条
第
十
二
項
」
に
、「
第

三
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
五
項
」
に
、「
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

総
務
大
臣

山
本

早
苗

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

˜˜


	通感染症の予防及び・・ｋ
	【通知】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律について
	新旧対照条文
	法律第115号

